
歩行者横断指導線の設置のお知らせ 

  

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

町では上図の３箇所に歩行者横断指導線を設置しました。 

運転時に、歩行者が横断していたら停止をお願いします。 

※歩行者横断指導線とは、区画線の一種として取り扱われており、横断歩道と同様に道路上で歩

行者が横断するべき場所として明示しています。 

お問い合わせ 大多喜町役場建設課 0470-82-2115 



指導停止線の設置のお知らせ 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

町では上図の３箇所に指導停止線を設置しました。 

運転時にこの箇所では一時停止をして安全確認をお願いします。 

※指導停止線とは、区画線の一種として取り扱われており、停止線と同様に道路上で車両の停止

を示すことで道路の安全を図る線です。 

 

お問い合わせ 大多喜町役場建設課 0470-82-2115 


